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●審議会設置要綱

（設置）

第１条　野々市町が「総合計画２１」を策定するにあたり、町長の諮問に応じ、調査

審

議し、答申するため、野々市町総合計画審議会（以下「審議会」という。) を置く。

（委員）

第２条　審議会は、委員２０名以内をもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

（１）学識経験者

（２）各種団体の代表者

（３）関係行政機関の職員

（委員の任期）

第３条　委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了し、答申が行われた日までと

する。

（会長等）

第４条　審議会に会長及び副会長各１名を置く。

２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。

（会　議）

第５条　審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２　審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。

３　審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

（庶　務）

第６条　審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

（委　任）

第７条　この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に

諮って会長が定める。

附　則

この要綱は、平成１２年１２月１日から施行する。

●策定体制

野々市町総合計画審議会設置要綱
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●審議会委員名簿 ●諮問書

企 第 5 6 1 号

平成１２年１２月２６日

野々市町総合計画審議会

会長　新坂　美恵子　様

野々市町長　安 田 彦 三

野々市町総合計画の策定について（諮問）

日頃から町政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼を申し上げます。

本町では平成3年に「野々市町新総合計画」を策定し、生活環境施設の整備をは

じめ各種施策の着実な推進を図り、「出会いを大切にゆとりと生きがいを実感でき

るまち」づくりを目指してまいりました。

しかしながら、社会・経済情勢の著しい変化、また、少子・高齢化社会を迎え、

行政をとりまく環境は著しく変化をしております。

このように時代の変化が激しいなか、本年度で現行の総合計画の計画期間が終

了いたしますので、新しい総合計画を策定する必要が生じてまいりました。

つきましては、本町が策定する新しい総合計画の基本構想案及び基本計画案に

ついて、ご審議のうえご意見を賜りますようお願いいたします。

記

1．計 画 名 野々市町「総合計画21」

2．目標年次 平成22年度
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●策定経過●答申書

野々市町長　安 田　彦 三　様

野々市町総合計画審議会

会長　新坂　美恵子

野々市町総合計画の策定について（答申）

平成1 2年1 2月2 6日付け企第5 6 1号にて諮問のあった野々市町総合計画について、

当審議会で慎重審議した結果、平成1 3年2月2 7日に提示のあった原案の内容はおお

むね妥当でありますので、次のとおり本審議会の総体的な意見を付してここに答

申します。

１）高度情報化、少子・高齢化など社会経済情勢の変化の著しい今日、2 1世紀

初頭を展望した「総合計画21」を策定することは誠に意義深いものがあり、

まちづくりの理念を十分に踏まえ、めざす将来像の実現のために適切に対

処されたい。

２）53，000人都市の実現に向けて、今後も近隣市町村との連携を図りながら、

住民相互の協調と融和のあるまちづくりに努められたい。

３）計画の実施にあたっては、環境の負荷や次世代負担に留意し、長期的な財

政を展望し、計画的な執行と積極的な財源の確保に努められたい。

平成１３年３月７日
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